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司
会
：
新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

新
年
を
迎
え
、
川
口
目
黒
税
務
署
長
と
青

木
目
黒
法
人
会
長
の
新
春
対
談
を
行
い
ま

す
。
私
は
司
会
の
副
会
長
（
広
報
委
員

長
）
の
磯
部　

暁
で
す
。

　

川
口
署
長
と
青
木
会
長
に
年
頭
の
ご
挨

拶
を
お
願
い
し
ま
す
。

署
長
：
新
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
は
、
大
変
い
ろ
い
ろ

と
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
今
年
も
引
き
続
き
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

会
長
：
年
頭
に
あ
た
り
、
会
員
の
皆
様
、

会
員
ご
企
業
の
社
員
の
皆
様
に
新
年
の
お

慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
私
た
ち
の
目
黒

法
人
会
は
、
公
益
社
団
法
人
と
し
て
10
年

目
を
迎
え
ま
す
。
ひ
と
え
に
目
黒
税
務
署

を
は
じ
め
会
員
の
皆
様
の
ご
支
援
、
ご
理

解
の
お
陰
で
あ
り
ま
す
。
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
本
年
も
格
別
な
る
ご
厚
情

を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

司
会
：
川
口
署
長
、
新
年
を
迎
え
て
の
抱

負
を
お
願
い
し
ま
す
。

署
長
：
仕
事
で
は
、
軽
減
税
率
制
度
の
周

知
・
広
報
、
電
子
申
告
の
利
用
促
進
で

し
ょ
う
か
。
軽
減
税
率
制
度
で
は
、
確
定

申
告
時
に
個
人
事
業
者
の
方
か
ら
の
相
談

が
増
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

対
応
を
十
分
に
関
係
部
門
と
協
議
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

電
子
申
告
で
は
、
昨
年
よ
り
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
申
告
で
き
る
幅
が
広
が
り
ま
し

た
。
ス
マ
ホ
申
告
は
Ｉ
Ｄ
パ
ス
ワ
ー
ド
方

式
を
選
択
す
る
と
大
変
便
利
で
す
の
で
是

非
、
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
周
知
、

広
報
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
事
で
は
、
着
任
当
時
に
職
員
伝
達
し

た
「
や
る
べ
き
こ
と
は
き
ち
ん
と
や
る
」

「
何
事
に
も
基
本
に
忠
実
に
」
を
忘
れ
ず

に
、
こ
の
一
年
を
良
い
年
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

司
会
：
青
木
会
長
、
新
年
の
抱
負
を
お
願

い
し
ま
す
。

会
長
：
今
年
は
「
子
年
」
。
ね
ず
み
は

「
ね
ず
み
算
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ほ

ど
、
「
子
孫
繁
栄
」
の
象
徴
で
も
あ
り

ま
す
。
株
式
市
場
に
も
「
十
二
支
占
い
」

が
あ
り
、
『
辰
巳
天
上
、
牛
尻
下
が
り
、

未
辛
抱
、
申
酉
騒
ぐ
、
亥
笑
い
、
亥
固
ま

る
、
子
繁
盛
、
牛
は
躓
き
、
寅
は
千
里
を

走
り
、
卯
跳
ね
る
』
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
り
、
今
年
は
「
子
年
」
で
す
の
で
株
価

が
上
昇
傾
向
の
年
と
言
わ
れ
、
未
来
へ
の

大
い
な
る
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

平
成
か
ら
令
和
を
迎
え
、
御
代
替
わ
り

に
よ
っ
て
、
天
皇
陛
下
ご
即
位
を
国
民
が

お
祝
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
民
が
熱

狂
し
た
ラ
ク
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
も
全

国
各
地
で
開
催
さ
れ
、
日
本
の
対
応
が
世

界
に
好
評
価
を
受
け
、
日
本
が
ひ
と
つ
に

な
っ
て
大
成
功
裏
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
昨
年
は
各
地
で
大
き
な
災
害

が
起
き
、
ゆ
っ
く
り
と
年
始
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
な
い
地
域
の
方
々
を
想
い
ま
す

と
心
が
痛
み
ま
す
。

　

今
年
は
、
い
よ
い
よ
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
莫

大
な
経
済
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
開

催
後
の
景
気
の
落
ち
込
み
に
も
不
安
を
覚

え
、
政
府
の
景
気
対
策
、
特
に
中
小
企
業

に
向
け
て
税
金
を
有
効
活
用
し
、
中
小
企

業
が
元
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
景
気
は
回
復

し
な
い
こ
と
を
今
以
上
に
考
え
て
も
ら
い

た
い
と
願
い
、
そ
の
実
行
を
期
待
い
た
し

ま
す
。

司
会
：
お
二
人
は
お
正
月
を
ど
う
過
ご
さ

れ
ま
し
た
か
。

署
長
：
年
始
に
家
族
で
近
く
の
二
宮
報
徳

神
社
に
お
参
り
に
行
き
ま
し
た
。
お
正
月

の
２
日
３
日
は
、
家
の
近
く
が
箱
根
駅
伝

の
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
の
で
沿
道
で
応

援
し
ま
し
た
。
各
大
学
の
監
督
か
ら
選
手

へ
の
掛
け
声
を
聞
く
と
、
こ
れ
か
ら
新
し

い
一
年
が
始
ま
る
気
が
し
ま
す
。

会
長
：
私
は
例
年
、
年
末
年
始
は
京
都

で
過
ご
し
て
い
て
、
30
日
か
ら
３
日
ま

で
京
都
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
知
恩
院

か
ら
ち
ょ
っ
と
移
動
し
ま
す
と
、
い
ろ

ん
な
お
寺
の
除
夜
の
鐘
の
音
が
聞
こ
え

る
場
所
、
私
の
除
夜
の
鐘
を
聞
く
ポ
イ

ン
ト
が
あ
り
、
そ
こ
で
毎
年
、
年
越
し

を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
31
日
は
決
ま
っ
て
食
事
を
す

る
料
理
屋
さ
ん
で
、
年
越
し
の
料
理
を

食
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
１
日
か
ら
３

日
ま
で
は
、
各
お
寺
さ
ん
と
か
に
新
年

の
ご
挨
拶
に
回
っ
て
き
ま
し
た
。
い
つ

も
行
く
の
が
上
賀
茂
神
社
で
、
土
鈴
を

買
う
の
で
す
が
、
今
年
は
子
年
の
年
男

で
す
の
で
、
そ
の
記
念
に
な
る
土
鈴
を

買
っ
て
き
ま
し
た
。

司
会
：
川
口
署
長
の
ご
出
身
地
や
子
供
の

頃
の
お
話
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

署
長
：
北
海
道
釧
路
市
出
身
で
、
高
校
卒

業
ま
で
い
ま
し
た
。
小
学
校
の
５
年
生
頃

か
ら
本
格
的
に
野
球
に
打
ち
込
み
、
高
校

で
は
硬
式
野
球
部
に
所
属
し
て
い
ま
し

た
。
選
手
と
し
て
甲
子
園
に
は
出
場
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
先
輩
方
は
、
自
分
が

中
学
３
年
の
時
と
高
校
１
年
の
時
に
出
場

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
中
学
３
年
の
時
の

先
輩
方
は
、
開
会
式
直
後
の
１
回
戦
で
巨

人
の
原
監
督
が
い
た
東
海
大
相
模
高
校
と

当
た
り
５
―
０
で
負
け
ま
し
た
。
高
校
１

年
の
時
に
は
、
甲
子
園
の
球
場
練
習
に
参

加
で
き
ま
し
た
。
球
場
の
広
さ
と
物
凄
い

目黒区内小学生の作品    　　 消費税 私もりっぱな 納税者 　　

（
公
社
）目
黒
法
人
会

令
和
２
年

新
春
対
談
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暑
さ
が
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。

司
会
：
青
木
会
長
は
い
か
が
で
し
た
で

し
ょ
う
か
。

会
長
：
目
黒
区
東
山
の
生
ま
れ
、
東
山
で

育
ち
70
余
年
に
な
り
ま
す
。
古
い
歴
史
を

持
つ
地
名
が
「
東
山
」
で
、
こ
の
「
東
山
」

の
歴
史
を
語
る
時
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き

な
い
の
は
、
東
山
貝
塚
と
旧
駒
沢
練
兵
場

で
す
。
東
山
貝
塚
は
、
明
治
の
中
ご
ろ
か

ら
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

大
正
15
年
、
土
地
区
画
整
理
の
工
事
中

に
、
縄
文
時
代
の
タ
テ
穴
住
居
や
土
器
、

石
器
な
ど
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
、
貝
塚
と

と
も
に
「
東
山
」
の
名
が
知
れ
渡
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

旧
駒
沢
練
兵
場
は
旧
陸
軍
の
近
衛
第
一

師
団
五
千
人
の
将
兵
が
、
千
三
百
頭
の
軍

馬
と
と
も
に
こ
の
地
で
日
夜
訓
練
に
励
ん

で
い
た
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
国
家
公
務

員
住
宅
群
や
防
衛
庁
な
ど
の
広
大
な
施
設

は
、
こ
の
練
兵
場
跡
に
建
設
さ
れ
た
も
の

で
す
。

司
会
：
川
口
署
長
、
国
税
局
に
入
ら
れ
た

動
機
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
さ
れ
て
き
た

か
を
お
教
え
く
だ
さ
い
。

署
長
：
近
所
の
同
級
生
か
ら
誘
わ
れ
た
の

が
き
っ
か
け
で
受
験
し
ま
し
た
。
も
し
合

格
出
来
て
い
な
け
れ
ば
、
地
元
の
釧
路
商

工
会
議
所
に
就
職
し
て
い
ま
し
た
。

　

職
場
で
は
現
業
系
（
調
査
事
務
）
が
長

い
で
す
ね
。
国
税
局
の
資
料
調
査
課
・
統

括
国
税
実
査
官
等
の
調
査
開
発
事
務
に
18

年
、
税
務
署
で
も
調
査
事
務
に
11
年
従
事

し
て
い
ま
す
。
資
料
調
査
課
で
は
、
複
雑

悪
質
困
難
な
調
査
事
案
を
担
当
し
て
い
ま

し
た
。

司
会
：
お
二
人
の
座
右
の
銘
を
お
教
え
下

さ
い
。

署
長
：
あ
げ
る
と
す
る
と
「
冷
静
沈
着
」

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
何
事
に
対

し
て
も
冷
静
に
、
平
常
心
を
失
わ
ず
に

対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
自
分
に
足
り
な
い
も
の
、
「
心

と
姿
の
冷
静
」
が
常
に
必
要
と
感
じ
て

お
り
ま
す
。

会
長
：
「
平
常
心
是
道
」
が
座
右
の
銘
に

な
る
の
で
す
が
、
私
の
会
社
で
も
「
私
た

ち
が
築
い
て
い
る
の
は
心
で
す
」
と
し
て

「
心
」
と
い
う
言
葉
を
大
事
に
し
て
い
ま

す
。
茶
道
で
も
「
平
常
心
是
道
」
が
あ
る

の
で
す
が
、
自
分
は
こ
れ
を
ち
ょ
っ
と
詰

め
ま
し
て
、
色
紙
な
ど
に
「
心
是
道
」
と

書
く
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

　

鹿
児
島
に
行
っ
た
と
き
に
、
島
津
公

の
「
思
無
邪
（
思
い
邪
な
し
）
」
と
い

う
言
葉
が
あ
っ
て
、
心
正
し
く
、
邪
悪

の
念
が
な
く
、
心
情
を
あ
り
の
ま
ま
に

発
露
し
て
、
少
し
の
飾
り
気
も
な
い
と

い
う
意
味
で
、
こ
の
思
無
邪
（
思
い
邪

な
し
）
を
加
え
て
、
お
話
を
し
た
り
、

書
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

司
会
：
お
二
人
の
趣
味
や
休
日
の
過
ご

し
方
、
健
康
へ
の
心
掛
け
を
教
え
て
下

さ
い
。

署
長
：
休
日
は
、
妻
と
買
物
に
出
掛
け
る

か
、
家
で
の
ん
び
り
し
て
い
ま
す
。
大
阪

局
へ
の
単
身
赴
任
の
２
年
間
は
、
健
康
に

気
を
使
わ
ず
、
特
に
運
動
も
し
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
６
キ
ロ
も
体
重
が
増
え
、
人

間
ド
ッ
ク
の
数
値
も
目
に
見
え
て
悪
化
、

生
活
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

最
近
は
週
末
に
小
田
原
の
一
夜
城
跡

を
経
由
し
て
地
球
博
物
館
の
近
く
ま
で
、

約
２
時
間
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
て
い

ま
す
。

司
会
：
会
長
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

会
長
：
趣
味
は
古
典
芸
能
で
す
。
一
つ
は

落
語
で
、
贔
屓
の
噺
家
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い

い
ま
す
の
で
、
寄
席
や
ホ
ー
ル
落
語
を
聞

き
に
行
っ
た
り
、
も
う
一
つ
は
、
歌
舞
伎

な
ど
の
芸
能
を
歌
舞
伎
座
や
国
立
劇
場
な

ど
に
観
に
行
く
こ
と
で
す
。
歌
舞
伎
は
な

か
な
か
難
し
い
の
で
、
イ
ヤ
ホ
ン
を
付
け

て
ガ
イ
ド
を
聞
き
な
が
ら
観
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
。

　

あ
と
一
つ
は
、
こ
れ
も
古
典
に
入
る

と
思
い
ま
す
が
、
相
撲
で
す
。
東
京
場

所
は
、
一
場
所
５
～
６
回
は
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
大
阪
場
所
、
名
古
屋
場
所
、

九
州
場
所
に
つ
い
て
も
、
時
間
が
あ
れ
ば

行
き
ま
す
の
で
、
相
撲
フ
ァ
ン
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

　

ま
た
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
初
期
く

ら
い
の
古
い
建
物
を
、
日
本
各
地
、
旅
行

先
で
見
て
歩
く
こ
と
で
す
。
古
い
も
の
を

見
た
い
、
記
憶
に
留
め
て
お
き
た
い
と
い

う
の
も
趣
味
の
一
つ
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

健
康
の
話
に
な
る
と
、
ス
ポ
ー
ツ
は
ゴ

ル
フ
ぐ
ら
い
で
、
時
間
を
見
つ
け
、
ゴ
ル

フ
を
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
署
長
を
見

習
っ
て
、
休
み
の
日
に
歩
か
な
い
と
い
け

な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

司
会
：
最
近
興
味
を
持
っ
た
事
柄
は
ご
ざ

い
ま
す
か
？

署
長
：
最
近
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
で
す

が
、
防
災
対
策
で
す
か
ね
。
昨
年
は
台
風

や
大
雨
の
影
響
で
相
当
な
被
害
が
発
生
し

ま
し
た
。
大
阪
局
に
単
身
赴
任
し
て
い

た
際
に
も
、
台
風
の
影
響
で
関
西
空
港
に

大
型
貨
物
船
が
衝
突
す
る
な
ど
の
被
災
が

あ
っ
た
の
で
、
家
族
・
職
場
で
何
が
出
来

る
の
か
、
対
策
と
予
防
を
も
っ
と
考
え
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
の
住
ま
い
も
海
岸
か
ら
す
ぐ
の
所

な
の
で
、
未
然
防
止
対
策
等
、
よ
り
具
体

的
に
考
え
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会
：
青
木
会
長
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

目黒区内小学生の作品    　　 誰もが納める消費税。 子どももみんな、 納税者。 　　
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会
長
：
防
災
対
策
は
非
常
に
難
し
く
大
変

な
問
題
で
、
そ
の
防
災
対
策
の
相
手
が
地

震
と
台
風
だ
と
思
う
ん
で
す
。
地
震
予
測

は
な
か
な
か
難
し
く
、
い
つ
来
る
か
わ
か

ら
な
い
。
首
都
直
下
で
大
き
な
被
害
が
予

想
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
「
30
年
以
内
何

10
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
確
率
が
ど
ん
ど
ん
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
台
風
は
、
進
路
が
わ

か
り
ま
す
の
で
、
準
備
が
で
き
ま
す
が
、

こ
れ
ほ
ど
大
き
な
被
害
が
続
い
た
年
は
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
気
候
が
熱
帯
・
亜

熱
帯
化
し
て
い
る
の
か
、
夏
は
冷
夏
で
海

の
家
が
大
変
な
思
い
を
し
た
り
、
普
通
９

月
で
打
ち
止
め
の
台
風
が
、
10
月
に
も
関

東
を
襲
っ
て
く
る
。
私
ど
も
の
会
社
の
支

店
で
も
６
ｍ
ぐ
ら
い
の
敷
地
の
入
り
口
・

ゲ
ー
ト
が
く
の
字
に
折
れ
て
、
道
路
の
反

対
側
の
川
の
方
ま
で
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま

い
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

　

地
震
は
怖
い
し
、
思
わ
ぬ
形
で
強
い
台

風
が
来
る
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
、

家
も
そ
う
で
す
け
ど
会
社
も
そ
う
な
ん
で

す
。
私
ど
も
建
設
会
社
で
す
か
ら
、
お
客

様
か
ら
Ｓ
Ｏ
Ｓ
が
来
て
い
て
、
飛
ん
で
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
拠

点
で
あ
る
目
黒
の
会
社
が
無
事
だ
か
ら
、

各
地
に
応
援
に
行
け
ま
す
が
、
会
社
の
横

の
目
黒
川
が
溢
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
ど
う
に
も

な
り
ま
せ
ん
。
風
の
被
害
、
雨
の
被
害
、

水
の
被
害
、
こ
れ
か
ら
日
本
全
土
が
心
配

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
防
災
対
策
で

す
。
大
変
な
時
代
に
な
っ
た
も
の
で
す
よ

ね
。

司
会
：
令
和
２
年
の
景
気
動
向
に
つ
い
て

ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

署
長
：
消
費
税
の
税
率
引
き
上
げ
の
影
響

と
隣
国
で
あ
る
韓
国
・
中
国
と
の
関
係
、

訪
日
外
国
人
に
よ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ト
の
数

値
が
ど
う
な
る
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

す
。
今
年
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
を
控
え
て
い
る
の
で
、
秋
以

降
の
動
向
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ま
す
。

会
長
：
今
年
の
７
月
８
月
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
は
、

外
国
人
観
光
客
、
観
戦
客
で
賑
わ
う
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
う
投
資
と
し
て
、

ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
等
の
施
設
を
ど
ん
ど
ん

造
っ
て
ま
す
し
、
国
と
都
が
広
大
な
敷
地

に
諸
施
設
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
村
も
造
る
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
村
は
、
終
わ
っ
た
ら
マ
ン

シ
ョ
ン
と
し
て
売
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
市

場
に
出
て
き
た
ら
大
変
な
事
に
な
る
だ
ろ

う
と
思
う
ん
で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

終
わ
る
ま
で
は
、
景
気
は
い
い
で
す
が
、

世
界
的
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
は
景
気
が
冷

え
る
と
の
と
お
り
、
建
設
関
係
は
か
な
り

落
ち
込
む
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

２
０
２
０
年
度
後
半
は
押
し
上
げ
効
果
の

剥
落
か
ら
景
気
の
停
滞
色
が
強
ま
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
ず
、
消
費
増
税
対
策
の
効
果

一
巡
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
終
了
と
重
な
る
こ

と
で
、
景
気
の
落
ち
込
み
を
増
幅
す
る
リ

ス
ク
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
と
思

い
ま
す
。

司
会
：
目
黒
税
務
署
に
着
任
さ
れ
て
か
ら

の
管
内
の
印
象
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

署
長
：
目
黒
署
は
、
目
黒
区
一
区
を
管
轄

し
て
お
り
ま
す
。
自
由
が
丘
や
中
目
黒
駅

周
辺
の
活
気
の
あ
る
街
が
多
く
、
同
時
に

歴
史
や
文
化
の
街
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

各
地
域
で
開
催
す
る
お
祭
り
行
事
等
に
皆

さ
ん
が
積
極
的
に
参
加
さ
れ
て
お
り
、
平

和
な
街
づ
く
り
を
通
じ
た
地
元
愛
を
感
じ

ま
す
。

司
会
：
こ
の
半
年
間
、
目
黒
法
人
会
の
活

動
を
ご
覧
に
な
っ
て
の
印
象
・
感
想
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

署
長
：
商
工
祭
り
や
区
民
祭
り
を
は
じ
め

と
す
る
区
内
の
イ
ベ
ン
ト
で
積
極
的
に
活

動
さ
れ
て
お
り
、
特
に
夏
の
阿
波
踊
り
に

は
大
勢
の
方
が
参
加
さ
れ
、
目
黒
最
大
の

「
連
」
と
な
る
な
ど
、
各
支
部
が
地
域
と

と
も
に
活
発
に
活
動
さ
れ
て
い
る
会
だ
と

い
う
印
象
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
租
税
教
室
や
絵
は
が
き
コ
ン

ク
ー
ル
に
、
多
く
の
小
学
生
が
参
加
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
税
の
啓
発
や
租

税
教
育
と
い
う
税
務
行
政
の
根
幹
を
支
え

る
活
動
を
し
て
頂
い
て
お
り
、
心
よ
り
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

司
会
：
川
口
署
長
、
こ
れ
か
ら
の
税
務

行
政
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
教
え
く
だ

さ
い
。

署
長
： 

「
納
税
者
の
自
発
的
な
納
税
義

務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
現
す

る
こ
と
」
が
国
税
庁
の
使
命
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
進
む
べ
き
方
向
と
し
て
「
納

税
者
の
利
便
性
の
向
上
」
「
課
税
と
徴

収
の
効
率
化
」
を
柱
と
し
て
、
「
ス
マ
ー

ト
税
務
行
政
」
に
進
化
す
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

人
で
し
か
で
き
な
い
調
査
・
徴
収
の
外

部
事
務
に
人
員
を
投
入
し
、
内
部
事
務
は

Ａ
Ｉ 

や
Ｒ
Ｐ
Ａ
な
ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
よ
り

活
用
し
た
合
理
化
が
な
さ
れ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

司
会
：
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
普
及
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

署
長
：
送
信
方
法
に
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド

方
式
を
選
択
し
て
い
た
だ
く
と
、
従
来
必

要
だ
っ
た
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
不
要
と
な

る
た
め
、
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
の
申

告
が
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
昨
年
10
月
よ

り
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
相
続
税
の
申
告
も
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

　

納
付
手
続
も
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
や
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
納
付
が
可

能
と
な
り
、
い
ろ
い
ろ
と
利
便
性
が
高

ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で
是
非
、
ご
利
用
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
の
４
月
以
後
開
始
す
る
事

業
年
度
か
ら
大
法
人
の
電
子
申
告
が
義
務

化
さ
れ
ま
す
。
世
の
流
れ
を
考
え
て
も
、

よ
り
一
層
、
電
子
申
告
を
推
進
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

司
会
：
目
黒
税
務
署
で
は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
、

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
に
力
を
入
れ
て
お

ら
れ
ま
す
。
目
黒
法
人
会
と
し
て
、
青
木

会
長
は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
、
消
費
税
軽
減
税
率

目黒区内小学生の作品    　　 みんなが納める　税金は　明日をつくる　第一歩 　　
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制
度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で

し
ょ
う
か
。

会
長
：
会
員
企
業
、
法
人
会
に
入
っ
て
い

た
だ
け
る
企
業
・
法
人
に
説
明
会
を
開
催

し
て
い
た
だ
い
て
、
我
々
は
ご
協
力
を
す

る
と
い
う
形
で
、
そ
の
周
知
を
高
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
番
難
し
い
の
は

イ
ー
ト
イ
ン
で
す
ね
。
２
％
余
分
に
払

う
よ
り
は
何
も
言
わ
ず
に
受
け
取
っ
て
、

イ
ー
ト
イ
ン
で
の
飲
食
が
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
は
難
し

く
慣
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
我
々
は
消
費
税
、
軽
減
税
率

制
度
に
つ
い
て
ご
協
力
を
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
に
つ
い
て
は
、
当

初
に
比
べ
て
か
な
り
取
り
組
み
や
す
く

な
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
「
取
り
組

み
や
す
く
な
っ
た
」
い
う
こ
と
を
各
法

人
、
個
人
に
伝
え
て
、
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
、
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
の
普
及
に
努
め
て
参
り
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

司
会
：
青
木
会
長
か
ら
目
黒
法
人
会
と
し

て
税
務
行
政
に
対
す
る
要
望
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

会
長
：
法
人
税
、
源
泉
所
得
税
、
消
費

税
等
を
含
め
、
研
修
会
、
説
明
会
の
中

で
分
か
り
や
す
く
ご
指
導
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
目
黒
法
人
会
に
入
っ

て
い
る
と
、
税
法
・
税
務
の
難
解
な
も

の
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
聞
く
機
会
が
多
い

こ
と
が
法
人
会
の
一
つ
の
セ
ー
ル
ス
ポ

イ
ン
ト
か
と
思
い
ま
す
。

　

消
費
税
引
上
げ
に
よ
っ
て
税
へ
の
関
心

も
よ
り
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
引
上
げ
に

よ
っ
て
増
え
た
５
兆
円
強
の
税
収
は
社
会

の
発
展
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
て
い
き
ま

す
。
私
た
ち
は
そ
の
成
果
を
し
っ
か
り
見

守
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
税
が
社
会

の
発
展
や
困
っ
て
い
る
方
を
救
う
た
め
に

役
立
ち
、
特
に
若
い
方
の
今
後
の
活
性
化

に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
、
健

全
な
将
来
を
支
え
る
税
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
も

結
び
つ
け
ら
れ
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

税
に
関
す
る
研
修
会
、
講
習
会
、
イ
ベ

ン
ト
等
の
積
極
的
事
業
展
開
を
図
り
ま
す

の
で
、
当
局
の
ご
指
導
、
ご
支
援
の
ほ
ど

宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

司
会
：
目
黒
法
人
会
へ
の
期
待
や
要
望
が

あ
れ
ば
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

署
長
：
税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
の
た
め

に
は
、
法
人
会
の
皆
様
か
ら
の
ご
協
力
は

必
要
不
可
欠
で
す
。
目
黒
法
人
会
は
、
税

の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
各
種

研
修
会
や
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
租
税
教
育

や
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
の

実
施
を
通
じ
て
、
納
税
道
義
の
高
揚
や
税

の
知
識
の
普
及
活
動
に
大
変
熱
心
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
き
、
税
務
署
に
と
り
ま
し

て
も
、
大
変
心
強
い
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る

と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

目
黒
区
を
い
っ
し
ょ
に
盛
り
上
げ
て
い

く
た
め
に
も
、
管
内
の
多
く
の
企
業
が
法

人
会
に
加
入
さ
れ
、
更
に
魅
力
あ
る
組
織

と
し
て
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

　

青
木
会
長
を
は
じ
め
、
目
黒
法
人
会
の

皆
様
に
は
、
目
黒
税
務
署
へ
の
一
層
の
ご

支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

司
会
：
目
黒
法
人
会
の
今
後
の
事
業
活
動

に
つ
い
て
の
展
望
を
、
青
木
会
長
に
お
願

い
し
ま
す
。

会
長
：
目
黒
法
人
会
と
し
て
の
Ｐ
Ｒ
活
動

は
も
と
よ
り
、
将
来
の
日
本
を
担
う
若
い

子
ど
も
た
ち
に
、
租
税
教
室
を
通
じ
て
、

「
税
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

て
も
ら
い
、
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
に
つ

い
て
も
「
絵
で
表
す
税
」
と
い
う
こ
と

を
、
租
税
教
育
の
一
環
と
し
て
、
推
進
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

法
人
会
は
１
９
４
６
年
に
設
立
さ
れ
、

70
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
経
営
者
の
組
織

で
す
。
現
在
、
全
国
で
80
万
社
の
企
業
が

加
入
し
て
お
り
、
税
に
つ
い
て
の
見
識
を

深
め
、
納
税
の
大
切
さ
な
ど
を
次
の
世
代

に
伝
え
て
い
く
活
動
を
会
員
の
み
な
さ
ん

が
い
ろ
い
ろ
な
知
恵
を
働
か
せ
な
が
ら
、

社
会
に
貢
献
す
る
た
め
の
活
動
を
続
け
て

い
ま
す
。

　

２
０
２
５
年
に
は
１
２
７
万
社
が
後
継

者
未
定
の
状
況
に
あ
る
と
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
ス
ム
ー
ズ
な
事
業
承
継
を
阻
む
障

壁
の
一
つ
が
、
相
続
税
の
あ
り
方
で
す
。

非
上
場
企
業
の
経
営
者
が
保
有
す
る
自
社

株
式
を
ど
う
引
き
継
ぐ
か
は
大
き
な
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
か
ね
て
か
ら
政
府
・

政
党
等
に
対
し
て
、
事
業
承
継
税
制
の
拡

充
を
要
望
し
て
き
ま
し
た
。
２
０
１
８
年

度
に
は
向
こ
う
10
年
間
の
特
例
措
置
が
と

ら
れ
ま
し
た
が
、
事
業
承
継
が
い
っ
そ
う

円
滑
に
進
む
よ
う
、
さ
ら
な
る
制
度
改
正

を
求
め
て
い
く
方
針
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
税
を
基
軸
に
持
続
可
能
な

社
会
づ
く
り
を
目
指
し
、
福
祉
や
芸
術
文

化
な
ど
の
面
で
社
会
貢
献
活
動
に
励
ん
で

い
き
ま
す
。
ま
た
、
法
人
会
会
員
各
社
は

こ
の
環
境
変
化
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、

新
し
い
価
値
創
造
へ
の
挑
戦
を
積
極
的
に

推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

司
会
：
川
口
署
長
、
青
木
会
長
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
新
年
の
大
変
お
忙
し
い
中
、

貴
重
な
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
員
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
今
年
が
最
良
の
年
で
あ

り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
春
対

談
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

目黒区内小学生の作品    　　 税金は　人と未来を　つなげる輪 　　
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法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」が
、９
月
18
日
の
公
益
財
団
法
人
全
国
法
人
会
総

連
合（
以
下「
全
法
連｣
）の
理
事
会
で
ま
と
ま
っ
た
。

同
提
言
は
、会
員
企
業
か
ら
の
要
望
意
見
、税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
も
と
に
税
制
委
員

会
の
審
議
を
経
て
、取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、｢

税
・
財
制
改
革
の
あ
り
方｣

「
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業

対
策
」「
地
方
の
あ
り
方
」｢

震
災
復
興｣

な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。

全
法
連
で
は
、全
国
80
万
会
員
の
声
と
し
て
、財
務
省
、総
務
省
、中
小
企
業
庁
、自
民
党
、公
明
党
お
よ

び
国
会
議
員
な
ど
に
対
し
て
実
現
を
求
め
て
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、全
国
41
都
道
県
連
お
よ
び
4
4
0
単
位
会
で
も
、地
元
選
出
の
国
会
議
員
、地
方
自
治
体
の
首

長
、議
長
あ
て
広
汎
な
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。提
言（
要
約
）は
次
の
と
お
り
。

１
．財
政
健
全
化
に
向
け
て

２
０
２
５
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て

が
後
期
高
齢
者
に
達
す
る
。
政
府
の
プ

ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
目
標
年

度
は
2
0
2
5
年
度
で
あ
る
が
、
本
来

な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
（
２
０
２
２
年
よ
り
前
）

に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

○
消
費
税
率
１０
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、

財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定
財
源

確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税
率

引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る

等
の
環
境
整
備
は
必
要
で
あ
る
が
、
バ

ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

○
政
府
は
、
２
０
１
６
年
度
か
ら
１８
年

度
の
３
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置

づ
け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
１
・
６

兆
円
（
社
会
保
障
費
１
・
５
兆
円
、
そ

の
他
０
・
１
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る

目
安
を
示
し
、
達
成
し
た
。
２
０
１
９

年
度
か
ら
２１
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に

つ
い
て
も
、
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を

抑
制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
。

○
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
、

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

○
今
般
の
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
１０
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る

べ
き
で
あ
る
。

２
．社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

社
会
保
障
分
野
で
は
「
団
塊
の
世
代
」

が
す
べ
て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
医
療

と
介
護
の
給
付
費
急
増
が
見
込
ま
れ
る

「
２
０
２
５
年
問
題
」
が
目
前
に
迫
っ
て

い
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点
化
・

効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を
可

能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健

全
化
も
実
現
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で

に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

医
療
と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が

見
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ

ス
を
ど
う
入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

○
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り

保
育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な

ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で

あ
る
。
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保

育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向
け
て
検

討
す
る
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の

取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に

は
安
定
財
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

３
．行
政
改
革
の
徹
底

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前

提
と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠

で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が「
ま

ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き

自
ら
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

政
府
・
議
会
が
国
民
の
要
請
に
応
え
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。

○
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大

胆
な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

〇
国
・
地
方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
能

力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

４
．消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

本
年
１０
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
負
担
が
大
き
い
う
え
、

税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
か
ね
て
か
ら
税
率
１０
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、
低
所

得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の

見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

〇
軽
減
税
率
制
度
導
入
後
は
、
国
民
や

事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対
策
の

効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同

制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
。

○
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
景
気
へ
の
影

響
を
緩
和
す
る
対
策
と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
へ
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
制
度
等

も
実
施
さ
れ
る
。
国
は
国
民
や
事
業
者

に
対
し
て
制
度
の
周
知
を
行
い
、
混
乱

が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育

な
ど
事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業

に
対
し
て
特
段
の
配
慮
を
求
め
る
。

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
平
成
２８
年
度
税
制
改
正
で
法
人
実
効

税
率
「
２０
%
台
」
が
実
現
（
２９
・
７４
％
）

し
た
が
、
O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発

機
構
）
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均

は
２５
％
、
ア
ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均

は
２２
％
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
も
ト
ラ

ン
プ
税
制
改
革
で
我
が
国
水
準
以
下
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
国
際

競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
今
般

の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等

を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

○
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
１５
％
を
時
限
措
置
で
は
な
く
、

本
則
化
す
る
。
ま
た
、
昭
和
５６
年
以
来
、

８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い

る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、
少

な
く
と
も
１
，
６
０
０
万
円
程
度
に
引

き
上
げ
る
。

○
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
税
の

公
平
性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策

目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少

な
い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理

化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業

の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す

る
措
置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡

充
し
、
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、

「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。　

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限
（
合
計
３
０
０
万

円
）
を
撤
廃
す
る
。
な
お
、
そ
れ
が

直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
２
年

３
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
特
例

措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

３
．事
業
承
継
税
制
の
拡
充

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の

確
保
等
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
中

小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事

業
が
継
承
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平

成
３０
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大

き
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な

る
抜
本
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

○「
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り

離
し
た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創

設
」
事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、

事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
財

産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら

れ
る
。

○「
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制

度
の
充
実
」

平
成
３０
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
１０

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
と
と
も
に
、
平
成
２９
年
以
前
の

制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要

件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で

あ
る
。

②
特
例
制
度
を
適
用
す
る
場
合
、
令
和

５
年
３
月
末
日
ま
で
に
「
特
例
承
継

計
画
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
の
制
度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事

業
承
継
の
検
討（
後
継
者
の
選
任
等
）

を
始
め
る
企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的

余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
計
画
書
の
提
出
期
限
に

つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権

化
は
地
方
活
性
化
に
と
っ
て
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
そ
の
際
は
地
方
の
自
立
・

自
助
の
理
念
が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方

創
生
戦
略
を
推
進
す
る
上
で
も
こ
の
理

念
は
極
め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
に
み
ら
れ
る

返
礼
品
ア
ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、

あ
ま
り
に
安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面

か
ら
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑

問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
住
民
税
は

本
来
、
居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、

他
の
自
治
体
に
納
税
す
る
こ
と
は
地
方

税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
指
摘
も

あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自
治

体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
。

地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
財
源

不
足
を
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め

て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き

た
。
地
方
は
国
に
頼
る
だ
け
で
は
な
く
、

自
ら
の
責
任
で
行
財
政
改
革
を
進
め
、

地
方
活
性
化
策
を
企
画
・
立
案
し
実
行

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創

生
期
間
（
平
成
２８
年
度
〜
令
和
２
年

度
）」
も
４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被

災
地
の
復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に

当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分

に
検
証
し
、
予
算
を
適
正
か
つ
迅
速
に

執
行
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、
適
切
な
支

援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
災

地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保

を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
税
の
意
義
や
税
が
果
た
す
役
割
を
必

ず
し
も
国
民
が
十
分
に
理
解
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
。
学
校
教
育
は
も
と

よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育
に
取
り

組
み
、
納
税
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

―
―

 

東
京
法
人
会
連
合
会 ―

―

　
提
言
の
全
文
は
「
全
法
連
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
」
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　http://w
w

w
.zenkokuhojinkai.or.jp/

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

Ⅰ
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

Ⅱ

地
方
の
あ
り
方

Ⅲ

震
災
復
興

Ⅳ
そ
の
他

Ⅴ

法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」ま
と
ま
る

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
！
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法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」が
、９
月
18
日
の
公
益
財
団
法
人
全
国
法
人
会
総

連
合（
以
下「
全
法
連｣

）の
理
事
会
で
ま
と
ま
っ
た
。

同
提
言
は
、会
員
企
業
か
ら
の
要
望
意
見
、税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
も
と
に
税
制
委
員

会
の
審
議
を
経
て
、取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、｢

税
・
財
制
改
革
の
あ
り
方｣

「
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業

対
策
」「
地
方
の
あ
り
方
」｢

震
災
復
興｣

な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。

全
法
連
で
は
、全
国
80
万
会
員
の
声
と
し
て
、財
務
省
、総
務
省
、中
小
企
業
庁
、自
民
党
、公
明
党
お
よ

び
国
会
議
員
な
ど
に
対
し
て
実
現
を
求
め
て
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、全
国
41
都
道
県
連
お
よ
び
4
4
0
単
位
会
で
も
、地
元
選
出
の
国
会
議
員
、地
方
自
治
体
の
首

長
、議
長
あ
て
広
汎
な
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。提
言（
要
約
）は
次
の
と
お
り
。

１
．財
政
健
全
化
に
向
け
て

２
０
２
５
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て

が
後
期
高
齢
者
に
達
す
る
。
政
府
の
プ

ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
目
標
年

度
は
2
0
2
5
年
度
で
あ
る
が
、
本
来

な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
（
２
０
２
２
年
よ
り
前
）

に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

○
消
費
税
率
１０
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、

財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定
財
源

確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税
率

引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る

等
の
環
境
整
備
は
必
要
で
あ
る
が
、
バ

ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

○
政
府
は
、
２
０
１
６
年
度
か
ら
１８
年

度
の
３
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置

づ
け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
１
・
６

兆
円
（
社
会
保
障
費
１
・
５
兆
円
、
そ

の
他
０
・
１
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る

目
安
を
示
し
、
達
成
し
た
。
２
０
１
９

年
度
か
ら
２１
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に

つ
い
て
も
、
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を

抑
制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
。

○
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
、

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

○
今
般
の
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
１０
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る

べ
き
で
あ
る
。

２
．社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

社
会
保
障
分
野
で
は
「
団
塊
の
世
代
」

が
す
べ
て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
医
療

と
介
護
の
給
付
費
急
増
が
見
込
ま
れ
る

「
２
０
２
５
年
問
題
」
が
目
前
に
迫
っ
て

い
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点
化
・

効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を
可

能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健

全
化
も
実
現
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で

に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

医
療
と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が

見
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ

ス
を
ど
う
入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

○
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り

保
育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な

ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で

あ
る
。
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保

育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向
け
て
検

討
す
る
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の

取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に

は
安
定
財
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

３
．行
政
改
革
の
徹
底

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前

提
と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠

で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が「
ま

ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き

自
ら
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

政
府
・
議
会
が
国
民
の
要
請
に
応
え
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。

○
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大

胆
な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

〇
国
・
地
方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
能

力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

４
．消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

本
年
１０
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
負
担
が
大
き
い
う
え
、

税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
か
ね
て
か
ら
税
率
１０
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、
低
所

得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の

見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

〇
軽
減
税
率
制
度
導
入
後
は
、
国
民
や

事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対
策
の

効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同

制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
。

○
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
景
気
へ
の
影

響
を
緩
和
す
る
対
策
と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
へ
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
制
度
等

も
実
施
さ
れ
る
。
国
は
国
民
や
事
業
者

に
対
し
て
制
度
の
周
知
を
行
い
、
混
乱

が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育

な
ど
事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業

に
対
し
て
特
段
の
配
慮
を
求
め
る
。

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
平
成
２８
年
度
税
制
改
正
で
法
人
実
効

税
率
「
２０
%
台
」
が
実
現
（
２９
・
７４
％
）

し
た
が
、
O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発

機
構
）
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均

は
２５
％
、
ア
ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均

は
２２
％
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
も
ト
ラ

ン
プ
税
制
改
革
で
我
が
国
水
準
以
下
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
国
際

競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
今
般

の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等

を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

○
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
１５
％
を
時
限
措
置
で
は
な
く
、

本
則
化
す
る
。
ま
た
、
昭
和
５６
年
以
来
、

８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い

る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、
少

な
く
と
も
１
，
６
０
０
万
円
程
度
に
引

き
上
げ
る
。

○
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
税
の

公
平
性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策

目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少

な
い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理

化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業

の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す

る
措
置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡

充
し
、
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、

「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。　

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限
（
合
計
３
０
０
万

円
）
を
撤
廃
す
る
。
な
お
、
そ
れ
が

直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
２
年

３
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
特
例

措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

３
．事
業
承
継
税
制
の
拡
充

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の

確
保
等
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
中

小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事

業
が
継
承
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平

成
３０
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大

き
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な

る
抜
本
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

○「
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り

離
し
た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創

設
」
事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、

事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
財

産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら

れ
る
。

○「
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制

度
の
充
実
」

平
成
３０
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
１０

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
と
と
も
に
、
平
成
２９
年
以
前
の

制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要

件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で

あ
る
。

②
特
例
制
度
を
適
用
す
る
場
合
、
令
和

５
年
３
月
末
日
ま
で
に
「
特
例
承
継

計
画
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
の
制
度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事

業
承
継
の
検
討（
後
継
者
の
選
任
等
）

を
始
め
る
企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的

余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
計
画
書
の
提
出
期
限
に

つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権

化
は
地
方
活
性
化
に
と
っ
て
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
そ
の
際
は
地
方
の
自
立
・

自
助
の
理
念
が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方

創
生
戦
略
を
推
進
す
る
上
で
も
こ
の
理

念
は
極
め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
に
み
ら
れ
る

返
礼
品
ア
ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、

あ
ま
り
に
安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面

か
ら
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑

問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
住
民
税
は

本
来
、
居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、

他
の
自
治
体
に
納
税
す
る
こ
と
は
地
方

税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
指
摘
も

あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自
治

体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
。

地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
財
源

不
足
を
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め

て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き

た
。
地
方
は
国
に
頼
る
だ
け
で
は
な
く
、

自
ら
の
責
任
で
行
財
政
改
革
を
進
め
、

地
方
活
性
化
策
を
企
画
・
立
案
し
実
行

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創

生
期
間
（
平
成
２８
年
度
〜
令
和
２
年

度
）」
も
４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被

災
地
の
復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に

当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分

に
検
証
し
、
予
算
を
適
正
か
つ
迅
速
に

執
行
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、
適
切
な
支

援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
災

地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保

を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
税
の
意
義
や
税
が
果
た
す
役
割
を
必

ず
し
も
国
民
が
十
分
に
理
解
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
。
学
校
教
育
は
も
と

よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育
に
取
り

組
み
、
納
税
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

―
―

 

東
京
法
人
会
連
合
会 ―

―

　
提
言
の
全
文
は
「
全
法
連
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
」
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　http://w
w

w
.zenkokuhojinkai.or.jp/

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

Ⅰ
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

Ⅱ

地
方
の
あ
り
方

Ⅲ

震
災
復
興

Ⅳ
そ
の
他

Ⅴ

法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」ま
と
ま
る

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
！
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  8目黒区内小学生の作品    　　 納めよう　暮らしを支える　税金を 　　 目黒区内小学生の作品    　　 学んだよ　暮らしを守る　大事な税 　　

目黒税務署からのお知らせ

※ 目黒税務署内に申告書作成・相談会場はありません！

期  間 ： 令和２年２月１７日（月）から３月１６日（月）まで

※ 土、日及び祝日を除きます。

ただし、２月２4 日（月）及び３月１日（日）は開場します。

時  間  ： 受付午前８時３０分から午後４時まで（相談開始は午前９時１５分）

所在地 ： 渋谷区東１－２－２０（住友不動産渋谷ファーストタワー２階）

※ 会場には駐車場及び駐輪場はありません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

確確定定申申告告のの区区分分 申申告告とと納納付付のの期期限限 口口 座座 振振 替替 日日
（（※※振振替替納納税税をを利利用用ししてていいるる場場合合））

所得税及び復興特別所得税

月月 日日（（月月））
月 日（火）

贈 与 税 ご利用できません

消費税及び地方消費税 個人事業者 ３３月月 日日（（火火）） 月 日（木）

確定申告について詳しくは、国税庁ホームページ（ ）又は下記税務署にご確認ください。

 

 

 

 

申告と納付の期限

令和元年分 所得税・贈与税・消費税（個人）の確定申告について

 

スマホで
簡単申告！

 

目黒税務署からのお知らせ

目 黒 税 務 署 〒 153-8633 目 黒 区 中 目 黒 ５ -27-16 ℡ 03-3711-6251（ 代 表 ）（ 自 動 音 声 案 内 ）

 

従来のマイナンバーカードを利用する方法のほか、「ＩＤ・パスワード方式」により、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を e-Tax で送信（提出）ができます。

◎ 「ＩＤ・パスワード方式」とは？
税務署（ご自宅や勤務先のお近くなど、どちらの税務署でもＯＫ）で職員と対面による本人確認を行った

後にＩＤとパスワードを即日発行します。ＩＤとパスワードがあれば、マイナンバーカードやＩＣカード
リーダライタがなくても で送信（提出）ができます。

※ 運転免許証などの本人確認書類を持参
※ 確定申告期に限らずいつでも発行可能

◎ いつでもどこでもスマホで申告
給与所得者、年金収入や副業等の雑所得がある方は、ＩＤ・パスワード取得

により、見やすいスマホ専用画面で申告書の作成・e-Tax での送信（提出）が
できます。

 

 

 

確定申告 検索
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目
黒
税
務
署
主
催
の
令
和
元
年
度
納
税

表
彰
式
が
令
和
元
年
11
月
14
日
㈭
に
、
目

黒
区
総
合
庁
舎
大
会
議
室
に
て
厳
粛
に
執

り
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

目
黒
都
税
事
務
所
長
を
は
じ
め
目
黒
区

長
、
目
黒
区
内
の
主
要
団
体
の
代
表
者
の

み
な
さ
ま
の
臨
席
の
も
と
、
多
年
に
わ
た

る
申
告
納
税
制
度
の
普
及
発
展
と
納
税
道

義
の
高
揚
、税
知
識
の
啓
蒙
に
尽
力
さ
れ
、

円
滑
な
税
務
行
政
の
運
営
に
貢
献
さ
れ
た

功
績
に
よ
り
左
記
の
方
々
に
、
川
口
目
黒

税
務
署
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
署
長
表
彰
、
署

長
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

目
黒
税
務
署
長
表
彰
受
彰
者
（
順
不
同
）

　

理
事  

　

後
藤
栄
太
氏

　

ゼ
ネ
ラ
ル
ボ
ン
ド
㈱　

代
表
取
締
役

　

第
６
支
部
副
支
部
長

　

黒
澤
清
和
氏

　

㈲
黒
澤
製
作
所　

代
表
取
締
役

　　

第
12
支
部
副
支
部
長

　

加
賀
見
悌
三
氏

　

㈱
好
来
堂　

代
表
取
締
役

　

以
上
の
方
々
の
他
に
、
納
税
貯
蓄
組
合

連
合
会
か
ら
常
任
理
事 

鬼
頭
晴
美
氏
、

め
ぐ
ろ
青
色
申
告
会
か
ら
支
部
班
長 

岩
崎 

正
子
氏
、支
部
会
計 

石
川 

宏
之
氏
、

目
黒
酒
販
協
議
会
か
ら
理
事 

土
橋 

彰
氏

が
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。

目
黒
税
務
署
長
感
謝
状
受
彰
者
（
順
不
同
）

　

女
性
部
会
副
部
会
長

　

角
谷
直
子
氏

　

す
み
や
セ
レ
モ
ニ
ー
㈱　

専
務
取
締
役

　

第
６
支
部
副
支
部
長

　

中
澤
英
明
氏

　

㈱
目
黒
総
合
保
険
セ
ン
タ
ー

　

代
表
取
締
役 

　

第
３
支
部
副
支
部
長

　

小
幡
純
也
氏

　

（医）
社
団 

桂
由
会 

小
幡
歯
科

　

常
務
理
事

　

以
上
の
方
々
の
他
に
、
め
ぐ
ろ
青
色

申
告
会
か
ら
支
部
長 

豊
倉 

と
し
子
氏
、

支
部
会
計 

髙
橋 

千
代
子
氏
、
監
事 

湯
浅 

清
一
氏
、
副
支
部
長 

佐
熊 

と
よ
子
氏
、

評
議
員 

関 

克
彦
氏
、
目
黒
酒
販
協
議
会

か
ら
理
事 

奥
貫 

直
氏
が
受
彰
さ
れ
ま

し
た
。

目黒区内小学生の作品    　　 納めよう　暮らしを支える　税金を 　　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

令
和
元
年
度 

納
税
表
彰
受
彰
の
方
々

東
京
都
目
黒
都
税
事
務
所
長
感
謝
状
受
彰
者

　

令
和
元
年
11
月
６
日
㈬
に
、

目
黒
区
総
合
庁
舎
に
お
い
て
令

和
元
年
度
東
京
都
目
黒
都
税
事

務
所
長
感
謝
状
贈
呈
式
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

多
年
に
わ
た
る
東
京
都
税
務

行
政
へ
の
功
績
に
対
し
、
目
黒

法
人
会
か
ら
和
泉
田
勲
副
会
長

が
感
謝
状
を
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。

副
会
長

和
泉
田
　
勲
氏

㈱
レ
ゾ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョン

代
表
取
締
役 
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  12目黒区内小学生の作品    　　 しつかり納めて、 みんなでつくろう『笑顔』の税。 　　

 目黒都税事務所からのお知らせ

★　詳しくは、目黒都税事務所　℡ 03-5722-9001（代表）まで　★

■　対象税目
　法人事業税、特別法人事業税及び法人都民税

■　対象法人
　大法人とは、以下の（1）及び（2）に掲げる内国法人をいいます。
（1）　事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が
 　       1億円を超える法人 
（2）　相互会社、投資法人及び特定目的会社

■　適用開始事業年度
　令和2年4月1日以後に開始する事業年度

■　対象申告書等
　確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
　及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

～ 区内に償却資産をお持ちの方へ～

償 却 資 産 と は 会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、事業のために用い

ることができる構築物、機械、器具、備品等 

申告が必要な方 令和２年１月１日現在、償却資産を所有している方

申 告 先 償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班

申 告 期 限 令和２年１月３１日（金） 

 
 
 
 

●詳詳細細ははここちちららかからら

東東京京都都主主税税局局ホホーームムペペーージジ ホホーームムペペーージジ

●国税も同様に大法人の電子申告が義務化されます。詳細については、

ホームページ（ ）をご覧ください。

目黒都税事務所からのお知らせ

◆詳しくは、資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班までお問い合わせください。

◆また、主税局ホームページにも詳しい内容を掲載していますので、ぜひご利用ください。

申告の手引きや各様式のダウンロード、 や軽減制度に係る解説をご覧いただけます。

東京都主税局 償却資産 検索 クリック

大法人が提出する令和２年４月１日以後に開始する事業年度の法人事業税・特別法人事業税・

法人都民税の申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類は、 による提出が義務

化されます。

その概要について、以下のとおりお知らせします。

エルタックス 検 索 東京都 電子申告 義務化 検 索 

■　対象税目
　法人事業税、特別法人事業税及び法人都民税

■　対象法人
　大法人とは、以下の（1）及び（2）に掲げる内国法人をいいます。
（1）　事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が
 　       1億円を超える法人 
（2）　相互会社、投資法人及び特定目的会社

■　適用開始事業年度
　令和2年4月1日以後に開始する事業年度

■　対象申告書等
　確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
　及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

～ 区内に償却資産をお持ちの方へ～

償 却 資 産 と は 会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、事業のために用い

ることができる構築物、機械、器具、備品等 

申告が必要な方 令和２年１月１日現在、償却資産を所有している方

申 告 先 償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班

申 告 期 限 令和２年１月３１日（金） 

 
 
 
 

●詳詳細細ははここちちららかからら

東東京京都都主主税税局局ホホーームムペペーージジ ホホーームムペペーージジ

●国税も同様に大法人の電子申告が義務化されます。詳細については、

ホームページ（ ）をご覧ください。

目黒都税事務所からのお知らせ

◆詳しくは、資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班までお問い合わせください。

◆また、主税局ホームページにも詳しい内容を掲載していますので、ぜひご利用ください。

申告の手引きや各様式のダウンロード、 や軽減制度に係る解説をご覧いただけます。

東京都主税局 償却資産 検索 クリック

大法人が提出する令和２年４月１日以後に開始する事業年度の法人事業税・特別法人事業税・

法人都民税の申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類は、 による提出が義務

化されます。

その概要について、以下のとおりお知らせします。

エルタックス 検 索 東京都 電子申告 義務化 検 索 
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13 目黒区内小学生の作品    　　 次世代へ　つないで行こう　税金で 　　

目黒区役所ホームページ　http://www.city.meguro.tokyo.jp/

区役所だより
第４回 目黒シティラン第４回 目黒シティラン
～健康マラソン大会～ ～健康マラソン大会～ が開催されましたが開催されました

令和２年は、ふたつの選挙があります。令和２年は、ふたつの選挙があります。
忘れずに投票しましょう。忘れずに投票しましょう。

　令和元年11月24日（日）、第4回目黒シティラン～健康マラソン大会～が3,000人を超えるランナー
を迎え開催されました。今年のスターターは、ラグビー界から松尾雄治さんを招き、協賛企業からは、株式
会社ホリプロ所属の榊原郁恵さんが大会の応援に駆けつけてくださいました。天候は、あいにくの雨模様で
したが、スタートの号砲が鳴ると、多くのランナーが笑顔でスタートラインを駆け抜けていきました。
　また、1,000 人にのぼるボランティアの皆様、沿道で応援していただいた皆様、警察・消防等関係機関
の皆様、協賛をいただいた企業・団体の皆様など、ご協力いただいた全ての皆様に厚く御礼申し上げます。
　特に、目黒法人会様には大会への協賛をいただくとともに、第1回大会から引き続き、目黒シティラン実
行委員会企画演出部会にて企画段階から携わっていただきましたことに改めて感謝申し上げます。
　中目黒小学校内の記念撮影コーナーでは、会員の佐藤昌子様からお借りしたアテネオリンピックの聖火
リレートーチを置かせていただき、ランナーからとても喜ばれ大会を盛り上げていただきました。このコー
ナーをスムーズに運営していただいた目黒法人会のボランティアの皆様に重ねて感謝申し上げます。

目黒シティラン大会組織委員会　会長（目黒区長）青木　英二
目黒シティラン実行委員会　委員長　藤岡　直彦

担当　オリンピック ･パラリンピック推進課　電話：０３－５７２２－９３６１

　選挙は、主権者として意見を政治に反映させることのできる最大の機会です。
よりよい暮らしのために、あなたの大切な一票に思いを伝えましょう。

　　目黒区長選挙
　投票日　４月１９日（日）投票時間　午前７時～午後８時
　期日前投票期間　４月１３日（月）～４月１８日（土）

　東京都知事選挙
　投票日　７月５日（日）投票時間　午前７時～午後８時
　期日前投票期間　６月１９日（金）～７月４日（土）

投票日当日に投票所へ行けなくても、期日前投票ができます。
期日前投票時間　午前８時３０分～午後８時

問い合わせ先　目黒区選挙管理委員会事務局　電話：５７２２－９２９９

10㎞の部スタート
ランナーに声援を送る松尾雄治さんと榊原郁恵さん
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自
然
の
恵
み

　
　
　
と
肥
満

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長 

安  

田  

祥  

子

健
康

お問い合わせ　
☎０３- ６２６５- ０２６３
HP http://www.jast1.jp

株式会社ｊａｓｔ
ｊａｓｔ健康相談室
ｊａｓｔロイヤルクラブ
ｊａｓｔファーストクラブ

八
百
万
の
神
々
と
環
境

　

昨
年
は
必
ず
し
も
平
穏
な
一
年
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
災
害
に
よ
る
被
害
が

様
々
な
形
で
報
道
さ
れ
、
自
然
の
前
で
は

人
は
実
に
非
力
な
の
だ
と
痛
感
い
た
し
ま

す
。
古
く
か
ら
衣
食
住
の
全
て
が
自
然
の

賜
物
で
あ
り
、
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る

命
と
い
っ
た
発
想
か
ら
八
百
万
の
神
々
が

坐
し
ま
す
日
本
と
い
う
神
話
が
誕
生
し
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
達
ヒ
ト
は
も
う
こ

れ
以
上
自
分
た
ち
の
都
合
だ
け
で
環
境

を
破
壊
せ
ず
に
他
の
生
命
と
共
存
し
、

八
百
万
の
神
々
が
司
る
自
然
を
敬
愛
す
る

道
を
再
び
目
指
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る

と
思
え
ま
す
。

太
り
や
す
い
日
本
人

飽
食
の
つ
け
は
何
処
へ

　

飽
食
の
時
代
と
言
わ
れ
る
日
本
で
は
、

自
然
の
恵
み
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
廃
棄

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
つ
け
は
一
体
誰
が

支
払
う
の
で
し
ょ
う
？
日
本
人
は
太
り
続

け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
厚
労
省

の
調
査
で
は
約
３
人
に
１
人
が
肥
満
の
範

疇
に
入
っ
て
い
ま
す
。
肥
満
の
方
は
貫
禄

が
あ
り
、
お
お
ら
か
に
見
え
ま
す
が
、
身

体
を
構
成
す
る
細
胞
達
に
と
っ
て
は
望
ま

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
達
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
体

重
÷
身
長
÷
身
長
）
と
い
う
指
標
で
自
分

が
肥
満
か
適
正
体
重
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
日
本
で
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
25
が
そ
の
境

界
線
で
す
。実
は
日
本
人
は
肥
満
に
弱
く
、

Ｂ
Ｍ
Ｉ
25
を
超
え
ま
す
と
高
血
圧
、
高
脂

血
症
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
に
罹

患
す
る
リ
ス
ク
が
２
倍
に
な
る
そ
う
で
す
。

　

か
つ
て
食
糧
が
乏
し
か
っ
た
人
類
に
は

倹
約
遺
伝
子
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
内

蔵
さ
れ
て
い
て
、
飢
餓
に
備
え
て
余
剰
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
脂
肪
と
し
て
蓄
え
た
り
、

消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
抑
制
し
た
り
と
生
命

維
持
に
重
要
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
食
糧
が
十
分
に

入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
昨
今
で
も
倹

約
遺
伝
子
は
機
能
し
て
い
ま
す
。
特
に
こ

の
遺
伝
子
に
変
異
が
あ
る
と
、
１
日
に
軽

め
の
ご
飯
１
膳
分
に
相
当
す
る
２
０
０
㎉

（
７
０
０
０
㎉
で
脂
肪
１
㎏
分
）
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
倹
約
し
て
身
体
に
た
め
込
み
ま

す
。
あ
ま
り
食
べ
て
な
い
の
に
太
る
、
と

い
う
お
話
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
倹
約
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
１
年
に
換
算
し

ま
す
と
10
㎏
以
上
太
り
や
す
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
遺
伝
子
の
変

異
は
世
界
的
に
見
て
も
日
本
人
に
多
く
、

34
～
38
％
の
方
が
該
当
す
る
そ
う
で
す
。

因
み
に
１
日
に
３
０
０
㎉
を
浪
費
す
る
遺

伝
子
の
変
異
も
あ
る
そ
う
で
す
。

身
体
の
中
の
小
さ
な
風
船

膨
ら
ん
だ
脂
肪
細
胞

　

脂
肪
細
胞
は
従
来
胎
児
期
、
幼
児

期
、
思
春
期
に
増
加
し
そ
れ
以
降
は
増

え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
過
食
な
ど
に
よ
っ
て
脂
肪
細

胞
は
増
え
続
け
、
通
常
で
は
体
内
に

３
０
０
億
個
程
度
の
細
胞
が
６
０
０
億

個
、
そ
し
て
直
径
20
倍
ま
で
膨
ら
む
そ

う
で
す
。
パ
ン
パ
ン
に
膨
ら
ん
だ
小
さ

な
風
船
（
脂
肪
細
胞
）
が
６
０
０
億
個

も
体
内
に
あ
る
と
想
像
す
る
の
は
気
持

ち
の
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
脂

肪
細
胞
は
ホ
ル
モ
ン
や
生
理
活
性
物
質

も
放
出
し
ま
す
。
中
で
も
Ｔ
Ｎ
Ｆ
α
と

呼
ば
れ
る
物
質
は
糖
の
取
り
込
み
経
路

を
邪
魔
し
て
糖
質
を
血
中
に
残
し
て
し

ま
い
ま
す
。
す
る
と
膵
臓
が
そ
れ
を
感

知
し
て
よ
り
イ
ン
ス
リ
ン
を
多
く
出
し

て
筋
肉
な
ど
へ
糖
を
取
り
込
も
う
と
励

み
ま
す
。
フ
ル
活
動
が
継
続
す
る
膵
臓

は
や
が
て
疲
弊
し
て
糖
尿
病
を
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、

肥
満
し
た
細
胞
が
壊
れ
る
と
血
液
中
に

Ｄ
Ｎ
Ａ
な
ど
の
断
片
が
放
出
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
物
質
は
異
物
と
し
て
免
疫
細

胞
に
認
識
さ
れ
、
排
除
す
る
と
き
に
は

炎
症
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
継
続
的
な

炎
症
は
が
ん
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な

病
気
の
引
き
金
に
な
る
た
め
身
体
に
は

不
利
な
状
況
で
す
。
で
は
余
分
な
脂
肪

を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
？
肥
満
に
伴
っ
て
起
こ
る
高
血
圧
や

高
血
糖
、
高
脂
血
症
は
体
重
を
１
割
落

と
す
だ
け
で
劇
的
に
改
善
す
る
そ
う
で

す
。
減
量
の
た
め
に
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
に

通
っ
た
り
、
糖
質
カ
ッ
ト
を
し
た
り
と

努
力
な
さ
っ
て
い
る
方
々
も
お
ら
れ
ま

す
が
、
細
々
と
身
体
を
動
か
す
家
事
に

精
を
出
し
た
り
、
腹
八
分
目
を
意
識
し

た
り
す
る
こ
と
で
も
一
定
の
減
量
に
は

成
功
し
ま
す
。

　

今
年
は
子
供
の
頃
の
よ
う
に
身
体
を
動

か
し
、
周
り
の
自
然
に
目
を
輝
か
し
な
が

ら
そ
の
恵
み
を
無
駄
に
消
費
し
な
い
よ
う

に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

「
正
月
の
子
供
に
成
り
て
み
た
き
哉
」

（
小
林
一
茶
）
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       セミナー・講演会・イベント・相談会参加申込書（コピーしてお使いください）

参加行事名 開催月日 参加者ご芳名 ご役職名・その他

お申込会社名 : TEL FAX

お申込会社住所 : E-mail:

※お申し込みは、事務局宛お願いします。
※他会会員の方、会員以外に一般の方のご参加をお待ちしています。

ＦＡＸ：３７１２－８８２９  TEL：３７１２－９５８８　E-mail: mg_info@tohoren.or.jp

公益社団法人 目黒法人会イベント情報
（どなたでも参加できます。お待ちしております。）

　公益社団法人 目黒法人会では、各種セミナー・講演会・説明会を開催致しております。  毎週水曜日は「研修の日」とし、下記以外
にも随時開催しておりますので、公益社団法人 目黒法人会事務局（TEL：３７１２−９５８８）までお問合せください。
最新のイベント情報は、当会のホームページ（http://www.tohoren.or.jp/meguro/）をご覧ください。

行     事 日      時 会       場 内                         容

なんでも無料
個別相談会

～一人で悩む前、
まず相談を～

（税務・会計・人事
労務・その他）

（誰でも参加自由）

予約制ですので
事務局に連絡下さい

1月21日㈫
2月20日㈭
3月24日㈫

目黒法人会館
相談時間は 1 時間
① 10 時～ 11 時
② 11 時～ 12 時
③ 13 時～ 14 時
④ 14 時～ 15 時
⑤ 15 時～ 16 時

・複数のお悩みをワンストップで解決
①法人税務会計全般
②税務セカンドオピニオン
③会社設立（後）支援
④確定申告　⑤税務調査対応
⑥相続・贈与対策、申告サービス、資産承継
⑦自社株評価　⑧事業承継　⑨Ｍ & Ａ
⑩税務経理周りの業務合理化
⑪人事労務問題全般　⑫働き方改革対応
⑬各種規定類の見直し
⑭総務人事周り業務合理化
⑮その他、アウトソウシング等相談

インターネット
セミナー

ご不明の場合は
法人会事務局へ

 （TEL 3712-9588）

ご使用の
パソコンから

　アクセス下さい

・目黒法人会のホームページから無料でセミ
ナーがご覧いただけます

（http//www.tohoren.or.jp/meguro/）
・会員以外の方もセミナーが無料で受講でき

ます

新設法人説明会
（誰でも参加自由）

2月12日㈬13時30分
目黒税務署 新設法人対象（会員不問）税知識、会社設立

に伴う税務手続きを親切に解説します4月16日㈭13時30分
6月18日㈭13時30分

決算法人説明会
（誰でも参加自由）

1月17日㈮13時30分 目黒税務署
決算期を迎える法人対象（会員不問）
主に決算・申告の実務、法人税、消費税、印
紙税、源泉所得税等を解説します。

2月13日㈭13時30分 目黒税務署
3月19日㈭13時30分 目黒区民センター
4月17日㈮13時30分 目黒税務署

租税教室　
講師・アシスタント

養成研修会
（誰でも参加自由）

1月16日㈭ 目黒法人会館
3 階会議室

・租税教育の意義・目的について
・租税教室の進め方
・講師・アシスタント養成のための実技体験

及び参加者互師指導等2月3日㈪

新年賀詞交歓会 令和2年1月29日㈬
18時～

ホテル雅叙園
東京

新年を迎えるにあたり、目黒税務連絡協議会
主催による「新年賀詞交歓会」

第１・２・３・４支部
合同講演会

（誰でも参加自由）
2月4日㈫

18時～19時30分頃 代官山　花壇
・演題：大規模災害時のリスクマネジメント
・講師：高橋 勝 氏
　　　　MTRC 代表ならびに
　　　　ティーペック㈱特別認定講師

青年部会
新春研修会

（誰でも参加自由）
2月5日㈬

18時～19時30分頃
めぐろパーシモン

小ホール
・演題：事業継承は突然に！
・講師：大野 進司 氏
　　　　㈱文明堂東京　代表取締役

経営者及び後継者
必聴セミナー

（誰でも参加自由）
2月18日㈫
15時～17時 目黒法人会館

・演題：会社を守るために知っておくべき
　　　　経営者保証ガイドライン攻略法
・講師：徳永 貴則 氏
　　　　㈱スぺースワン　代表取締役
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写
真
で
み
る

　
活
動
紹
介

目黒区内小学生の作品    　　 税金で　豊かなくらし　つくろうよ 　　 目黒区内小学生の作品    　　 税金は　国家をめぐる　血液だ 　　

開催：10 月６日　　場所：駒場野公園

第１支部「こまばのまつり税 PR」

開催：10 月 15 日　　場所：法人会館
講師：アミエル税理士法人　留目律 氏

第８支部研修会「家族信託を考える」

開催：10 月 16 日　　場所：法人会館
講師：辻・本郷税理士法人　夏賀弘次 氏

第10支部税務研修会「消費税引き上げへの対応」

開催：10 月 20 日　　場所：東山公園

第２支部「東山貝塚まつり税 PR」

開催：10 月 16 日、24 日　　場所：法人会館
講師：目黒税務署源泉審理上席　榎本綾子 氏

源泉部会実務研修会「年末調整チェックポイント」他

開催：10 月 26 日　　場所：中目黒 GT 広場

女性部会「目黒区地域福祉の集い」バザー

第１部　税務署長講演会
開催：11 月 12 日　　場所：目黒区総合庁舎大会議室
演題：「くらしを支える税」
講師：目黒税務署署長　川口桂司　氏

「税を考える週間」税務講演会

第２部　税務落語鑑賞
開催：11 月 12 日　　場所：目黒区総合庁舎大会議室
演題：「落語で学ぶ相続・税金対策・資産活用」
講師：こころ亭久茶　師匠
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開催：11 月 14 日　　場所：目黒区議会

「法人会令和２年度税制改正要望提言活動」

開催：11 月 14 日　　場所：目黒区長室
目黒区長　青木英二氏へ法人会税制改正要望書を提出目黒区議会議長　宮澤宏行氏へ法人会税制改正要望書を提出

開催：11 月 20 日　　場所：法人会館
講師：ワイズ・パートナーズ税理士法人　小西孝幸 氏他

事業承継セミナー
「よく分かる！会社の継ぎ方、売り方、畳み方講座」

開催：11 月 21 日　　場所：代官山花壇
講師：辻・本郷税理士法人　夏賀弘次 氏

税を知る仲間づくり交流会
「税理士が見つけた”設立後初めての決算事例”」

開催：11 月 22 日　　場所：法人会館
講師：㈲彩花　片山ひよし 氏

女性部会「クリスマスリース作成講習会」

開催：11 月 16 日　　場所：葛飾・柴又

第10支部「健康増進レクリエーション・東京散歩」
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編
集
後
記

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
年
も
広
報
「
椎
の
木
」
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
昭
和
で
生
ま
れ
、
平
成
が
終
わ
り
、
令
和
の
時
代
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
を
希
望
を
も
っ
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
人
生
こ
れ
か
ら
！ 

令
和
の
時

代
も
夢
と
希
望
を
も
っ
て
毎
日
過
ご
し
て
、
生
き
た
い
も
の
で
す
。

羽
柴
　
康
行

　

新
年
と
い
う
こ
と
で
お
め
で
た
い
話

題
、
ご
長
寿
に
つ
い
て
、
私
の
仕
事
（
映

像
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
・
制
作
）
に
絡
め

て
、
書
か
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
皆
様
、
昨
年
12
月
12
日
に
卒
寿

（
90
歳
）
を
迎
え
た
現
役
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
が
い
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
人
こ
そ
、
日
本
が
世
界
に
誇
る
ジ
ャ

ズ
・
ピ
ア
ニ
ス
ト
秋
吉
敏
子
さ
ん
で
す
。

　

秋
吉
さ
ん
は
、
昭
和
４
年
（
１
９
２
９
）

満
州
、
現
在
の
中
国
東
北
部
で
生
ま
れ
ま

し
た
。
父
は
実
業
家
で
謡
曲
を
嗜
む
趣
味

人
、
母
は
大
の
音
楽
好
き
、
３
人
の
姉
は

い
ず
れ
も
女
学
校
に
進
む
と
い
う
、
当
時

と
し
て
は
恵
ま
れ
た
家
庭
環
境
で
し
た
。

小
学
一
年
で
ピ
ア
ノ
を
習
い
始
め
、
将
来

は
ド
イ
ツ
へ
の
音
楽
留
学
を
夢
見
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
昭
和
12
年
（
１
９
３
７
）

の
日
中
戦
争
（
支
那
事
変
）
、
そ
し
て
４

年
後
の
太
平
洋
戦
争
に
よ
り
、
運
命
は
大

き
く
変
わ
り
ま
す
。

　

一
家
が
日
本
へ
引
き
揚
げ
ら
れ
た
の
は
、

終
戦
の
翌
年
、
昭
和
21
年
（
１
９
４
６
）
の

夏
、
秋
吉
さ
ん
16
歳
の
時
で
し
た
。
帰
国

後
は
両
親
の
故
郷
に
近
い
、
別
府
で
暮
ら

し
ま
す
が
、
「
引
揚
者
」
に
対
す
る
世
間

の
目
は
冷
た
く
、
満
州
で
全
財
産
を
失
っ

た
父
は
失
意
か
ら
な
か
な
か
立
ち
直
れ
ず
、

す
ぐ
上
の
姉
は
結
核
を
患
い
…
と
厳
し
い

日
々
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る

日
、
秋
吉
さ
ん
は
繁
華
街
に
あ
る
ダ
ン
ス

ホ
ー
ル
の
入
口
で
一
枚
の
貼
り
紙
を
目
に

し
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
ピ
ア
ニ
ス
ト
募
集
」

と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
…
こ
こ
か
ら
世
界

の
ト
シ
コ
・
ア
キ
ヨ
シ
へ
と
昇
り
つ
め
る

サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
が
始
ま
る
の
で
す

が
…
長
く
な
る
の
で
端
折
り
ま
す
。

　

現
在
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
拠
点
に
音
楽

活
動
を
続
け
、
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
、

熱
の
入
っ
た
演
奏
を
披
露
し
て
い
ま
す
。

私
は
昨
年
４
月
の
来
日
時
、
秋
吉
さ
ん
に

戦
中
・
戦
後
の
体
験
に
つ
い
て
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
撮
影
を
さ
せ
て
頂
き
、
そ
の
映
像

は
西
新
宿
の
「
平
和
祈
念
展
示
資
料
館
」

（
新
宿
住
友
ビ
ル
33
階
）
と
い
う
施
設
で
、
昨

年
９
月
と
11
月
に
上
映
さ
れ
ま
し
た
。（
本

年
も
再
上
映
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
）

　

ち
な
み
に
、
秋
吉
敏
子
さ
ん
の
名
字
は

正
式
に
は
「
穐
吉
」
、
の
ぎ
へ
ん
に
「
亀
」

と
書
き
ま
す
。
昔
か
ら
「
亀
は
万
年
」
と

申
し
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
長
寿
を
祈
願
し
、

結
び
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

在
原 

義
男

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

「
亀
は
万
年
」

（
卒
寿
を
迎
え
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
）

目黒区内小学生の作品    　　 税金と　みんなで作る　日本の国 　　

開催：11 月 27 日　　場所：法人会館
講師：AIG 損害保険㈱　早川 究 氏

第４支部 防災講習会「激増する自然災害に備える」

開催：11 月 29 日　　場所：野村證券自由が丘支店
講師：ジャパン・ベースボール・マーケティング　村山 哲二 氏

第８・９・10支部（協力：女性部会）合同講演会
「プロスポーツで地域が元気になる！

～地域に根ざすもう一つのプロ野球～」

第7回 税に関する絵はがきコンクール・第3回 税に関する標語コンクール 表彰式

開催：12 月 19 日　　場所：目黒税務署
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